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第１章 基本施策 
 

村の将来像「美わしく 清らかな村 いいたて」を目指し、特に

人口増加と一人ひとりの豊かな生活を実現するための施策や取

組を設定します。 

設定にあたっては、基本施策として「なりわい」「健康」「教育」

「生活」の４つに分類し、その下に施策分野を設けています。

（例：基本施策「なりわい」の下に、施策分野である農業、林業、

商工業、観光・交流に分類） 

基本計画（Ⅱ）では、その施策分野ごとに、分野の目指すこと、

村の主な取組、一人ひとりが取り組めること等を整理します。 

 

 

 

 

 

基本計画（Ⅱ）に記載している項目の内容 

 

  

分野の目指すこと 

策定過程で開催した専門部会での

議論により設定した 10年後の姿。 

現状・課題 

専門部会での議論により、現状と

課題を記載。 

村の主な取組 

分野で目指すことの実現に向け、

前期計画期間に村（行政）が取り組

む主な内容を記載。 

一人ひとりが取り組めること 

村民一人ひとりが取り組める主な

内容を記載。 

関連計画 

関連する村の計画を記載。 

扉ページ 

「なりわい」「健康」「教育」「生活」ごとに、扉ページを設け

対応する SDGs（持続可能な開発目標）を記載しています 


